
「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

28年度当初予算： - 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： 1,010,600 千円

29年度要求予算： 1,326,228 千円

該当施策概要

厚生労働省が策定した「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく取組
により仕事と介護の両立に資する職場環境を整備し、「介護支援プラン」の策定・導入によ
り円滑な介護休業取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定外労働の免除制度
等の利用者が生じた事業主に支給する。

担当府省庁
厚生労働省

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課育児・介護休業推進室

通し番号  22 

年間約10万人の労働者が家族の介護や看護を理由として離職し、企業にとって大きな損
失となっている。
このような状況の中、「新・三本の矢」（平成27年10月７日閣議決定）において、「『介護離
職ゼロ』の実現を目指」し、「仕事と介護が両立できる社会づくりを加速する」とされており、
仕事と介護の両立は政府が掲げた喫緊の課題となっている。
以上から、労働者の仕事と介護の両立支援を推進するため、現行の「介護支援取組助成
金」及び「育児・介護支援プランコース」を整理・統合し、仕事と介護の両立を総合的に支
援する助成金として見直しを行い、介護離職ゼロの実現を目指す。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

両立支援等助成金（介護離職防止支援助成金（仮称））

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革

（５）育児・介護休業等の取得促進

④　企業の中核を担う労働者が家族の介護のために離職せざるを得ない状況を防ぐた
め、労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行う事業主に対する支援の強化を図る。
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介
護

離
職

防
止

支
援

助
成

金
（

仮
称

）

介 護 支 援 プ ラ ン の 策 定

③
制
度
利
用

①
職
場
環
境
整
備

「
介
護
離
職
を
予
防
す
る
た
め
の

両
立
支
援
対
応
モ
デ
ル
」
に
基
づ

く
取
組
を
実
施

①
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
関
す
る
実
態

把
握
（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
）

②
制
度
設
計
・
見
直
し

③
介
護
に
直
面
す
る
前
の
従
業
員
へ
の

支
援
（
研
修
の
実
施
、
制
度
の
周
知
）

④
介
護
に
直
面
し
た
従
業
員
へ
の
支
援

（
相
談
窓
口
の
設
置
・
周
知
）

②
介
護
支
援
プ
ラ
ン
の
策
定
・
導
入

「
介
護
離
職
ゼ
ロ
」
の
実
現
の
た
め
、
厚
生
労
働
省
が
策
定
し
た
「
介
護
離
職
を
予
防
す
る
た
め
の
両
立
支
援
対
応
モ
デ
ル
」
に
基
づ
く
取
組

に
よ
り
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
資
す
る
職
場
環
境
を
整
備
し
、
「
介
護
支
援
プ
ラ
ン
」
の
策
定
・
導
入
に
よ
り
円
滑
な
介
護
休
業
取
得
・
職
場
復

帰
を
し
た
労
働
者
、
介
護
の
た
め
の
時
差
出
勤
制
度
等
の
利
用
者
が
生
じ
た
事
業
主
に
助
成
金
を
支
給
す
る
。

介 護 休 業 を 取 得

す る プ ラ ン

介 護 休 業 以 外 の

両 立 制 度 を 利 用

す る プ ラ ン

１
事
業
主
２
回
ま
で
（
無
期
雇
用
者
１
回
、
期
間
雇
用
者
１
回
）

・
初
期
面
談

・
業
務
の
整
理
、
情
報
共
有

・
連
絡
体
制
の
整
備

・
職
場
の
情
報
提
供

・
復
帰
前
後
の
面
談

・
原
職
復
帰

時
差
出
勤
制
度
等
の
利
用

3か
月
以
上

・
初
期
面
談

・
次
の
い
ず
れ
か
の
制
度
を
３
か
月
以
上
利
用

時
差
出
勤
、
所
定
外
労
働
時
間
の
免
除
・
深
夜
業
の
制
限

要 介 護 者

支
給
要
件
：
①
～
④
の
要
件
を
満
た
し
た
事
業
主
に
支
給

介
護
休
業

1か
月
以
上
取
得

大
企
業

40
万
円

中
小
企
業

60
万
円

大
企
業

20
万
円

中
小
企
業

30
万
円

介
護
休
業

介
護
の
た
め
の
両
立
支
援
制
度

④
継
続
雇
用

制
度
利
用
後

1ヶ
月

2
8
年
度
２
次
補
正
予
算
額
（
案
）

１
０
．
６
億
円

（
2
8
年
度
当
初
予
算
額

－
億
円
）

【
労
働
保
険
特
別
会
計
】

－84－



「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

28年度当初予算： 52,794 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： - 千円

29年度要求予算： - 千円

該当施策概要

通し番号  23 

仕事と介護の両立支援事業

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革

（５）育児・介護休業等の取得促進

④　企業の中核を担う労働者が家族の介護のために離職せざるを得ない状況を防ぐた
め、労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行う事業主に対する支援の強化を図る。

平成27年10月７日に閣議決定された「基本方針」における「新・三本の矢」においては、
「介護離職ゼロ」の実現を目指し、仕事と介護が両立できる社会づくりを加速することとさ
れたことから、介護離職の未然防止と介護を行っている労働者の継続就業を促進する。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

平成27年度に改訂した「仕事と介護の両立支援対応モデル」の普及促進を図るとともに、
育児と異なり、急な対応が必要となることが多く、介護を行う期間・方策も様々であるという
介護の特質を踏まえ介護に直面し、休業を取得する労働者が発生した場合の企業の対
応モデルとなる「介護支援プラン」モデルを構築し、その周知を図る。また、労働者に対し
ては、仕事と介護を両立するための仕組みを活用して就業継続している事例を収集し、周
知する。

担当府省庁
厚生労働省

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課育児・介護休業推進室
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「
仕

事
と

介
護
の
両
立
支
援
対
応
モ
デ
ル
」

と
と

も
に

「
介
護
支

援
プ

ラ
ン

」
モ
デ
ル
を
構
築
・
普
及
す
る
こ
と
に
よ
り

個
々

の
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

支
援
を

容
易

に
し

、
仕
事
と

介
護

が
両

立
で
き
る
職
場
環
境
の
整
備
を
促
進

仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
事
業

現
状

◇
働

き
盛

り
世
代

の
家
族

介
護

者
が

今
後

５
年

で
急
増

団
塊

世
代
が

7
0歳

代
に
突
入
し
、
要
介
護
状
態
に
な
る
可
能

性
が
高

ま
る
。

◇
介

護
の

突
発
性

と
多
様

性
へ

の
対

応
が

困
難

介
護

は
育
児

と
は

異
な
り
、
突
発
的
に
発
生
し
、
期
間
も

不
明

確
で

あ
る
。

◇
介

護
離

職
し
た

労
働
者

の
補

充
等

が
困

難
家
族

介
護
を

す
る

世
代
は
企
業
の
中
核
を
担
う
4
0
・
5
0代

で
あ

り
、

離
職

に
よ

る
補
充

が
困

難
で
あ
る
。

課
題

＜
企
業
＞

◆
中
核
を

担
う
人

材
の
離

職
な

ど
を

防
ぎ

、
従

業
員

が
仕

事
と

介
護

を
両

立
す
る
た

め
の
取

組
◆

介
護
に

直
面
す

る
労
働

者
が

生
じ

た
場

合
の

具
体

的
な

取
組

＜
労
働
者

＞
◆

仕
事
を

辞
め
ず

に
介
護

と
両

立
す

る
た

め
の

仕
組

み
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

◆
周
囲
の

理
解
を

得
て
、

制
度

を
利

用
し

や
す

い
職

場
風

土
作

り

【
企

業
向

け
】

①
「

介
護
支

援
プ
ラ

ン
」
の
モ

デ
ル

構
築

（
新
規
）

「
仕
事
と

介
護
の

両
立
支

援
対

応
モ
デ

ル
」

に
よ

り
取

組
を

行
う

中
で

、
介

護
に

直
面

す
る

労
働

者
が

生
じ
た

場
合
に

、
介
護

休
業
取

得
及
び

休
業
取

得
後

も
安

心
し

て
働

く
こ

と
が

で
き

る
雇

用
環

境
の

整
備
に
向

け
て
、

個
々
の

労
働
者

の
ニ
ー

ズ
に
応

じ
た

両
立

支
援

に
活

用
で

き
る

「
介

護
支

援
プ

ラ
ン

」
モ
デ
ル

を
構
築

。

②
「

介
護
支

援
プ
ラ

ン
」
の
モ

デ
ル

の
普

及
促
進

（
拡
充

）

「
仕
事
と

介
護
の

両
立
支

援
対

応
モ
デ

ル
」

に
加

え
、

①
で

構
築

し
た

モ
デ

ル
を

活
用

し
、

人
事

労
務

担
当
者

等
を
対

象
に
、

研
修
を

実
施
。

【
労

働
者
向

け
】

③
介

護
休
業

等
の
制

度
を
活
用

し
て

仕
事
と
介
護
を
両
立
し
て
い
る

労
働

者
の

事
例
の

収
集
・
周

知
（
拡
充
）

【
広

く
一
般

向
け
】

④
仕

事
と
介

護
の
両

立
に
向
け

た
情

報
を
提
供

シ
ン

ポ
ジ
ウ

ム
の
開

催

２
８

年
度

＜
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
・
ト
モ
ニ
ン

＞

●
介
護
離
職
を
予
防
す
る
た
め
の
「
職
場
環
境
モ
デ
ル
」
を
策
定
し
、
仕
事
と
介
護
の

両
立
支
援
研
修
を
開
催

●
仕
事
と
介
護
の
両
立
事
例
を
作
成

●
前
年
度
に
策
定
し
た
「
職
場
環
境
モ
デ
ル
」
導
入
実
証
実
験
の
実
施
（
1
00
社
対
象
）

●
企
業
及
び
労
働
者
の
課
題
を
踏
ま
え
て
上
記
モ
デ
ル
を
改
定
し
、
「
仕
事
と
介
護
の
両

立
支
援
対
応
モ
デ
ル
」
を
作
成

【
企
業
向

け
】

①
介
護
離

職
を
予

防
す
る

た
め

の
「

仕
事

と
介

護
の

両
立

支
援

対
応
モ
デ

ル
」

の
充
実

介
護
離
職
が
多
い
業
種
の
両
立
支
援
の
取
組
事
例
を
収
集
し
、
取
組
内
容
を
踏
ま
え
、

モ
デ
ル
の
充

実
を
図
り
、
新
た
な
事
例
を
加
え
た
モ
デ
ル
の
冊
子
を
作
成
・
配
布

②
モ
デ
ル

の
周
知

・
広
報

モ
デ
ル
を
普
及
さ
せ
る
た
め
集
合
研
修
を
実
施

【
労
働
者

向
け

】
③

介
護
休

業
、
短

時
間
勤

務
、

介
護

休
暇

等
の

制
度

を
活

用
し

て
継
続
就

業
し

て
い
る
労

働
者
の

事
例
収

集
・

周
知

【
広
く
一

般
向
け

】
④

仕
事
と

介
護
の

両
立
に

向
け

た
情

報
を

提
供

（
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
の
開
催

）
※

事
業

の
実
施

に
当
た

っ
て

は
（

一
社

）
介

護
支

援
専

門
員

協
会
か
ら

検
討

委
員
を

派
遣
し

て
も
ら

い
、

周
知

・
広

報
の

際
に

も
協

力
依

頼
す
る
。

2
5
年

度

２
７

年
度

2
6
年

度

1
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「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

28年度当初予算： 13,313 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： - 千円

29年度要求予算： 17,220 千円

該当施策概要

通し番号  24 

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

①　男性が家事・育児等に参画する社会の実現に向け、官民の有機的な連携を更に進
め、都市部を中心としたキャンペーンを、特に若年世代を中心に実施する。また、企業や
経済団体等との連携、地域における横断的取組、家事・育児等への参画を促す商品・
サービスの普及等、男性の家事・育児等への参画を促進する方策を総合的に推進する。

（６）男性が家事・育児等へ参画する国民全体の気運の醸成

１．多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革

男性の家事・育児等参加応援事業

○男性が家事・育児等に参加することは女性活躍の観点からも重要であるため、平成27
年12月25日に閣議決定された「第４次男女共同参画基本計画」においても「男性中心型
労働慣行等の変革と女性の活躍」という章を新たに立てられ、「男女共同参画に関する男
性の理解の促進」の具体的な取組が盛り込まれました。
　　計画では「６歳未満の子供を持つ夫の育児・家事関連時間」を平成32年までに「１日あ
たり２時間30分」にすることを成果目標としています。（現状67分）
○平成28年5月にすべての女性が輝く社会づくり本部において決定した「女性活躍加速の
ための重点方針2016」では、「男性が家事・育児等に参画する社会の実現に向け、官民
の有機的な連携を更に進め、都市部を中心としたキャンペーンを、特に若年世代を中心
に実施する。また、企業や経済団体等との連携、地域における横断的取組、家事・育児等
への参画を促す商品・サービスの普及等、男性の家事・育児等への参画を促進する方策
を総合的に推進する。」こととされました。

機構定員要求

○男女がお互いの立場を尊重し、豊かな将来のためにそれぞれの家庭の価値観に合っ
た多様な家事・育児のあり方について話し合える機会をつくることが重要との考えに立
ち、様々なライフステージ（結婚、妊娠、出産期など）、多様な価値観を持つ男女に興味・
関心を持ってもらえる場としてのイベントを開催します。
　・基調講演、パネルディスカッション（メイン会場）
　・ワークショップ、トークセッション（サブ会場）
　・専門家によるライフプランの設計や、民間企業による男性の家事・育児参加促進につ
ながる商品・サービス紹介コーナーのブース出展
○インターネット等の啓発広報を展開します。
○上記の施策を実施して総合的に推進し、国民全体の気運を醸成します。

内閣府

男女共同参画局総務課

その他（具体的に）

担当府省庁
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啓

発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
の

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。

・
基

調
講
演
、
パ

ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
メ
イ
ン
会
場
）

・
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
サ
ブ
会
場
）

・
専

門
家
に
よ
る
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の

設
計
や
、
民
間
企
業
に
よ
る
男
性
の

家
事
・
育
児
参
加
促
進
に
つ
な

が
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

紹
介

コ
ー
ナ
ー
の

ブ
ー
ス
出
展


イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
の

啓
発
広
報
を
展
開
。

男
性
の
家
事
・
育
児
等
参
加

応
援

事
業

＜
目
的
＞

男
性
が
家
事

・
育
児
等
に
参
加

す
る
こ
と
は
女
性
活
躍
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
平
成

2
7
年

1
2
月

2
5
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「
第
４
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
に
お
い
て
も
「
男
性
中
心
型
労
働
慣

行
等
の
変
革
と
女
性
の
活
躍
」
と
い
う
章
を
新
た
に
立
て
ら
れ
、

「
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
男
性
の
理
解
の
促
進
」
の
具
体
的
な
取
組
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

計
画
で
は
「
６
歳
未
満
の
子
供
を
持
つ
夫
の
育
児
・
家
事
関
連
時
間
」
を
平
成

3
2
年
ま
で
に
「
１
日
あ
た
り
２
時
間

3
0
分
」
に
す
る
こ
と
を

成
果
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
（
現
状

6
7
分
）

上
記

の
施
策

を
実

施
し

て
総

合
的

に
推

進
し
、
国
民
の
気
運
を
醸
成
す
る
！

平
成

2
9
年

度
事
業
内
容
（
案
）

【
参
考
】

女
性

活
躍

加
速

の
た
め
の
重

点
方

針
20

1
6

（
平

成
2
8
年

5
月

2
0
日

：
す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
本
部
決
定
））

１
．
多

様
な
働

き
方

の
推

進
、
男

性
の

暮
ら
し
方

・
意

識
の

変
革

（
６
）
男
性
が
家

事
・
育

児
等

へ
参

画
す
る
国
民
全
体
の

気
運
の

醸
成

①
男
性
が

家
事

・
育

児
等

に
参

画
す
る
社
会
の

実
現

に
向
け
、
官

民
の
有

機
的

な
連

携
を
更

に
進

め
、
都

市
部

を
中

心
と
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
、

特
に
若
年

世
代

を
中

心
に
実

施
す
る
。
ま
た
、
企
業
や

経
済
団

体
等
と
の

連
携

、
地

域
に
お
け
る
横

断
的

取
組

、
家

事
・
育

児
等

へ
の

参
画

を

促
す
商
品

・
サ

ー
ビ
ス
の

普
及

等
、
男
性

の
家
事
・
育

児
等
へ

の
参
画

を
促

進
す
る
方

策
を
総

合
的

に
推

進
す
る
。

2
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「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

28年度当初予算： - 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： - 千円

29年度要求予算： 7,732 千円

該当施策概要

通し番号  25 

企業等におけるワーク・ライフ・バランスに関する調査研究及び情報提供

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革

（６）男性が家事・育児等へ参画する国民全体の気運の醸成

②　家事・育児等に男性が参画できるような環境の整備など働き方の変革につながった
企業の先進事例の収集を行い、積極的に発信することで企業における取組の促進を図
る。

　｢仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章｣・「行動指針」において、国の取組と
して、「労使による自主的な取組を支援していくことが重要であり、国民の理解を促進し、
先進企業の好事例や取組のノウハウ等の情報を提供していくこと」とされている。また、昨
年12月に閣議決定された「第４次男女共同参画基本計画」においては、「男性が家事・育
児・介護に参画等するための環境整備や情報の提供等の支援を行う」とされている。
　こうした必要性を踏まえ、内閣府では、様々な主体における、仕事と生活の調和の取組
状況等について、専門的かつ多角的な観点から分析を行い、啓発用ツールとして好事例
集を作成する。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

　ワーク・ライフ・バランスに関する好事例が認められた企業等を対象に、その後の取組
状況を把握し、取組の継続や従業員への浸透状況、働き方や生産性の変化等を調査研
究する。また、その内容について、啓発用ツールとして好事例集を作成する。

担当府省庁
内閣府

男女共同参画局推進課
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